
租税条約の規定による市民税・県民税免除の届出書 

 

年  月  日 

糸 魚 川 市 長  様 

 

住  所                  

氏  名                  

生年月日       年   月   日  

電話番号                  

勤 務 先                  

 

 

 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

の施行に関する省令第十一条に基づき、     年度市民税・県民税の免除を受

けるため、別紙書類を添付し届け出ます。 

 

 

 

【添付書類】 

 □税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し 

 □在留カードの写し 

 □在学証明書または学生証の写し（学生の場合） 

 □事業等の修習者であることを証する書類（事業修習者の場合） 

 □交付金等の受領者であることを証する書類（交付金等受領者の場合） 

 

※添付書類について、前年以前に提出したものから変更がない場合は、添付を省略

できます。 

※この届出書は毎年３月 15日（土曜日、日曜日の場合は翌月曜日）までに提出が必

要となります。期限までに提出がない年は免除を受けられませんのでご注意くだ

さい。 


